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はしがき

　「ネットはしょせん裏社会」
　……とある都知事選の候補者が，落選後にインターネットメディア
での独占インタビューでこのように話しました。
　はたして，インターネットは裏社会なのでしょうか。
　インターネットで自由な情報発信ができるようになる前は，テレビ
や新聞など，旧来からあるマスメディアは一方的に情報を流す主体，
一般人はその情報をただ受け取るだけ，という明確な棲み分けがあり
ました。かつては一般人が情報発信をしようとしても，発信できる場
所はごくごく限られており，大手マスメディアでの発信などできない
のが通常でした。そして，その時代はインターネットを使うのはごく
限られた人たちで， 2ちゃんねるなどの匿名掲示板でアンダーグラウ
ンドなやり取りがされている，といったイメージが定着していました。
　しかし現在では，インターネットが普及し，ブログや掲示板，ソー
シャルメディアを一般人が使いこなすようになっています。インター
ネット発の情報がマスメディアに取り上げられることも増えており，
インターネット（のコンテンツ）はもはや一つのメディアとしての地
位を確立しているといえます。そして，インターネットを利用するこ
とで，一般人も旧来のマスメディアと同じように “情報発信” を行う
ことができるようになりました。これらのことを考えれば，インター
ネットが裏社会などではないということはもはや明らかです。
　このような社会の変化に気づかないまま「ネットはしょせん裏社会」
と発言した結果，インターネット上では発言者に対する批判や中傷が
多数巻き起こりました。いわゆる “炎上” です。
　「しょせん裏社会」なのであれば，たしかに，「炎上など気にしなけ
ればよい」という考え方はあり得るでしょう。また，裏社会とは考え
ないまでも，気にする必要はないという人も一定程度いることはたし
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かです。
　しかし，繰り返しますが，インターネットはもはや裏社会ではあり
ません。炎上は，ネガティブな内容であることが多く，これが拡散さ
れることにより社会的信用の毀損につながる恐れがあるのです。炎上
は “気にするかどうか” という問題ではなく，“どのように見られるか”
という観点から捉え直すべきです。
　しかも，インターネットが今後縮小するとはにわかに考えがたく，
インターネット上の記事は基本的に残り続けるという特性があること
も鑑みれば，何の指針もないままでいることはリスクを放置すること
と同義でしょう。
　これまでも，炎上に関する書籍は複数出版されていますが，そのほ
とんどがある炎上事例を紹介し，そこからどのような教訓が学べるか，
という形式となっています。このような事例研究は非常に参考になる
ものですが，炎上に関して体系立った解説をしているわけではありま
せん。
　そこで本書では，炎上は一種の企業不祥事であると捉え，それを前
提にどのような対応・対策をとるのが適当なのかを検討しました。
　炎上は人の心の機微に触れたものであるからこそ発生し，その発生
原因・理由も様々です。そのため，炎上の特効薬は残念ながらありま
せん。
　しかし，起きてしまった炎上の被害を軽減し，回復を早めるために
はどうするべきか，また，そもそも炎上を発生させないためにはどう
すればよいのかを考える指針を示しました。
　本書が炎上に関する悩みの解決の一助となれば幸いです。
　
　2016年12月

　弁護士　清水陽平　
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　「炎上」している事例を観察してみると，炎上にもいくつかのパター
ンがあることが見えてきます。
　まず，炎上が広がる経過に着目すると，
パターン①�：テレビ，新聞等のいわゆるマスメディアにおいて，不祥

事が報じられたことを契機にしている場合
パターン②�：インターネット上に投稿された内容を契機にしている場

合
があることが分かります。

図表1 - 1　炎上の2パターン

パターン①：マスメディア発の炎上

パターン②：ソーシャルメディア発の炎上

炎上のパターン
02

マスメディア 大衆 ネット 炎上

一人の
投稿

ネットで
拡散 炎上
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パターン①：マスメディア発の炎上
　パターン①は，たとえば，三井不動産レジデンシャルが販売した横
浜市のマンションが傾いた問題（いわゆる杭打ち不正問題）の事例1

や，東洋ゴム工業の免震装置として使われるゴムの不正問題の事例2，
自動車各社の燃費計測不正問題の事例3，企業への標的型メール攻撃
により顧客情報などが流出した4等といった事例が挙げられます。こ
れらは，企業の問題点について企業が自ら発表したり，マスメディア
が取材を行い，各社の不正があったことを報じたという事例です。
　マスメディアという広く情報を発信される媒体で報じられ，さらに
最初の報道に触発された他の報道機関も後追い報道し，色々な問題点
があぶり出されることは少なくありません。このような報道がされる
と，報道直後から世間の注目を集め， 2ちゃんねるや SNS などを通
じて多数の非難が投稿されることになります。そして，それらの報道
や非難がまとめサイトにまとめられ，それを見た者がまた非難を書き

1　平成27年10月，三井不動産レジデンシャルが販売した横浜市都筑区のマンション 4
棟のうち 1棟が傾いていることが明らかとなった。調査を行ったところ，52本の杭の
うち 6本が地盤の強固な支持層に到達しておらず， 2本が打ち込まれていなかったこ
とが判明したほか，他の棟も含め，杭を補強する凝固剤の注入量のデータなどの改ざ
ん・流用が明らかになった。施行会社は旭化成建材であり，同社の親会社である旭化
成が謝罪を行っている。
2　東洋ゴムでは，平成19年11月には，学校や店舗等176棟の壁に使われた防火用断熱パ
ネルの不燃性能試験で不正をしており，また，平成27年 3 月には，建物の免震装置ゴ
ムのデータが改ざんされ，性能が基準に達しないという不正が明らかとなっていた。
そのような中で，同年10月，電車や船の揺れを軽減する防振ゴムでもデータ改ざんが
明らかとなった。
3　平成28年 4 月，三菱自動車が日産自動車にOEM供給していた軽自動車の燃費性能
が仕様を満たしていないことに疑問をもった日産自動車が，三菱自動車に説明を求め
たところ，データ改ざんが発覚し，同社がこれを発表した。また，それに続き，平成
28年 5 月，スズキも国が定める方法とは異なる測定方法を行っていたことが発覚した。
4　複数あるが，たとえば平成28年 6 月，JTBに対して送られた大口取引先の航空会社
を装ったメールに添付された標的型ウイルスに感染して，顧客情報793万件あまりが流
出した事例など。
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③掲載されている場所
　削除したい対象のURLを記載します。ここでの記載も，上記と同様，
サイトのトップページのURLや複数の記事が一覧できるページを書
くのではなく，必ず問題と考えるサイトの個々の記事のURLを指定
してください。
　「掲載されている情報」には，対象のURL がどのような内容なの
かを要約して，端的に書けばよいです。「侵害されたとする権利」には，
名誉権や営業権などを記載することになりますが，次の「権利が侵害
されたとする理由（被害の状況など）」に記載する内容と密接にかか
わるので，二つの内容の整合性を図ることが必要です。
④権利が侵害されたとする理由
　サイトの内容が自社の権利を侵害していることを説明することにな
りますが，この点が一番重要です。炎上がそもそもデマに基づくもの
であれば，全くのデマだったので削除してほしいということくらいで
よいでしょうが，そうでない場合は，なぜ権利が侵害されているのか
の説明が説得的でないと対応してもらえない可能性が高くなってしま
います。事実関係に間違いがあるとか，時間がかなり経過していると
いうのは，考慮されやすい要素と思われるので，覚えておくとよいか
もしれません。

⑵　書類送付の方法
　送信防止措置依頼書の作成が終われば，次はこれを相手に届けるこ
とが必要になります。通常は郵送で送りますが，この依頼書だけを送
ればよいというわけではありません。
　送信防止措置依頼書には実印を押す必要があると説明しましたが，
それが実印かどうかは受け取った側には分からないため，印鑑証明書
（発行から 3か月以内のもの）を添付することも必要になります。また，
削除したい対象をプリントアウトしたもの（どのURLのものかが明
記されているもの）を同封します。
　サイトの管理会社やホスティングプロバイダがこれら書類を受け取
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ると，書込みをした人物（発信者）に対して，その書込みの削除の可
否を尋ねる照会を送ることになっています。この照会の期間は，通常
は 7日間とされ， 7日以内に反論がなければサイト管理会社やホス
ティングプロバイダは書込みを削除してもよいということになってい
ます。

　なお，依頼を受けたサイト運営会社やホスティングプロバイダには，
この照会をする義務があるわけではないため，投稿者（発信者）と連
絡が取れない場合などは照会手続を行う必要はないとされています。
ログインを要求されるサービスの場合，そのサービスを利用し始める
際にメールアドレスなどの登録が必要になるため，また，ホスティン
グプロバイダは有料でサービス提供をしている以上，何らかの連絡方
法を保有しているのが通常であるため，照会手続を行うことができる
ことになります。
　他方，匿名掲示板などではログインや認証が必要ではなく，誰でも
書き込める場合が多いため，照会しようにも発信者と連絡を取ること
ができない場合が普通です。この場合には，削除されることも多いの
ではないかと思います。

図表3 - 3　送信防止措置依頼の流れ

①送信防止
　措置依頼

③回答

④結果の通知④結果の通知

サイト管理会社・
ホスティングプロバイダ

②意見照会②意見照会

投稿者（発信者）被害者
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図表4 - 6　公式アカウント運用ポリシーの例

　本ポリシーは，当社を代表する立場でソーシャルメディアを利用する場

合，公式アカウントを運用する場合の，利用・運用における指針を示すも

のです。公式アカウントは当社の公式な発言の一つとして受け取られるこ

とになるため，担当者はその点を意識した上，本ポリシーを十分に理解し

た利用・運用を行ってください。

1 　投稿作業に関するルール
⑴　投稿に使用する機器

　投稿作業は，専用のパソコンまたはスマートフォンを使用しなければな

らず，個人が所有する機器からの投稿は，会社からの許可がない限り，許

されません。

⑵　原稿の作成

　パソコンで投稿用の原稿を作成する場合，誤投稿を避けるため，メモ帳，

ワードその他の文書作成ソフトを用いて作成してください。

　スマートフォンで原稿を作成する場合も，できる限りソーシャルメディ

アの入力画面以外での文書編集を心掛けてください。

⑶　投稿作業

　投稿作業は一人で行わず，必ず複数名の担当者で確認しながら進めてく

ださい。

　なお，必ず確認するべきポイントは以下になります。

□ アカウントが公式アカウントのものか

□ 原稿に誤字脱字がないか

□ アップする画像等に取り違いがないか

⑷　就業時間外の投稿の禁止

　公式アカウントの運用は業務の一環として行うものであるため，投稿作

業は就業時間中に行ってください。就業時間外に投稿を行う場合には，事

前に会社からの許可を取ってください。
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2 　機器の管理
⑴　持ち出しの禁止

　投稿用のパソコン，スマートフォンは社外に持ち出してはいけません。

特に，スマートフォンは，投稿作業が終わった際は所定の位置に戻してく

ださい。

⑵　個人アカウント使用の禁止

　投稿用のパソコン，スマートフォンで，個人で使用するアカウントでロ

グインしてはいけません。公式アカウントでしばしば起こるミスは，公式

アカウントと間違えて個人アカウントでの投稿をしてしまうことです。

3 　投稿内容に関する注意
⑴  投稿内容の精査

　投稿の内容，表現方法，言葉遣いなどで良識ある発言を心がけ，当社の

ブランド・信用・信頼を毀損することがないようにしてください。具体的

には，以下のような内容を含むものでないかの確認をしてください。特に

それと意識していなくても他者から批判を受けることが，しばしば起こっ

ていることを意識して，多面的な検討をしてください。

ア　他者への誹謗中傷，プライバシーを侵害するものになっていないか

イ　他人に喧嘩を売る・挑発するものになっていないか

ウ　なりすまし行為であると誤解されるものになっていないか

エ　デマ，虚偽の内容を含むものではないか

オ 　差別的な内容，または差別をしていると受け取られる内容を含むもの

でないか

カ　営業秘密や個人情報を含むものでないか

⑵  フォロー・共有（シェア・リツイート等）に関するルール

　他のアカウントをフォローしたり，共有（シェア・リツイート等）する

ことは担当者の判断で行って構いませんが，フォローする際は以下の点に

注意をしてください。また，フォロー・共有（シェア・リツイート等）す

るべきかどうか迷った際は，上司または会社に相談してください。なお，

会社は，フォローしたアカウントが不適切と会社が考える場合，当該アカ


